
丘驚

。
山
垣
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
氷
上
郡
春
日
町
棚
原
字
山
垣

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
三
年
（昭
５８
）
四
月
ど
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
加
古
千
恵
子

。
平
田
博
幸

５
　
迫還
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

６
　
遺
跡
の
時
代
　
奈
良
時
代

７
　
迫逗
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

山
垣
遺
跡
は
、
国
鉄
福
知
山
線
黒
井
駅
の

東
南
二
血
の
標
高
八
五

・
五
ｍ
の
平
野
部
に

位
置
し
て
お
り
、
遺
跡
の

一
Ｏ
Ｏ

ｍ
東
を
丹
後
の
由
良
川
に
つ
な
が
る
竹
田
川

が
流
れ
て
い
る
。

近
畿
自
動
車
道
舞
鶴
線
建
設
工
事
に
伴
い
、　
一
九
八
二
年
に
確
認
調
査
、　
一

九
八
三
年
に

一
四
〇
〇
ポ
を
全
面
調
査
し
た
。
調
査
の
結
果
、
堀
を
周
囲
に
め

ぐ
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
奈
良
時
代
の
建
物
跡
を
検
出
し
た

（道
路
敷
の
み
の
調
査

に
限
ら
れ
た
た
め
西
側
部
分
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
）。

木
簡
は
堀
内
よ
り
二

一
点
出
土
し
て
い
る
。

「
春

マ
」

と
記
さ
れ
た
墨
書
土

器
の
出
土
や
、
木
簡
に
も

「
春
部
里
長
」
の
文
字
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
山

垣
遺
跡
が
里
に
関
連
し
た
官
衡
施
設
で
あ

っ
た
こ
と
は
ほ
ば
間
違
い
な
い
。

建
物
　
検
出
さ
れ
た
建
物
は
五
間
×
三
間
の
掘
立
柱
建
物

一
棟
で
、
柱
間
は

(福知山・篠山)

遺構実測図



1983年出上の木簡

二
三
Ｏ
ｃｍ
、
建
物
の
方
位
は
熙
ギ
Ｅ
で
あ
る
。
建
物
の
位
置
す
る
平
坦
地
の
東

側
は
、
古
墳
時
代
の
自
然
流
水
路
（
Ｓ
Ｄ
４
）
を
埋
め
立
て
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
２
の
北
側
に
も
柱
穴
列
を
検
出
し
た
が
〈
建
物
と
考
え
る
に
は
無
理
が
生

じ
る
た
め
、
柵
状
の
も
の
を
周
囲
に
め
ぐ
ら
し
た
屋
根
の
つ
か
な
い
施
設

（収

穫
さ
れ
た
稲
等
の
農
産
物
を
と
り
ま
と
め
た
り
す
な
共
同
作
業
場
か
？
）
が
あ

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
Ｓ
Ｄ
２
に
は
水
が
流
れ
た
痕
跡
は
な
く
、
杭
を
三
カ
所
で
検

出
し
た
。
お
そ
ら
く
、
遺
構
の
北
と
南
を
画
す
る
日
隠
し
的
な
築
地
塀
が
こ
こ

に
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

堀
　
建
物
を
囲
む
堀
状
の
濤
は
北

。
東

・
南
に
検
出
し
た
。
特
に
建
物
の
正

面
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
南
側
は
二
重
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
少
し
後
に

拡
張
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
堀
は
、
古
墳
時
代
の
自
然
流
水
路
（
ｓ
Ｄ
４
）
つ

西
側
を
埋
め
立
て
て
再
利
用
し
た
も
の
で
、
土
留
め
の
た
め
か
、
Ｓ
Ｄ
ｌ
つ
北

側
東
西
濤
の
南
肩
部
と
南
北
濤
の
西
肩
部
に
、　
一
。
五
ｍ
の
間
隔
で
打
ち
こ
な

れ
た
杭
列
を
検
出
し
た
。
ま
た
、
南
北
濤
は
途
中
で
幅
三
ｍ
と
極
端
に
狭
く
な

っ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
は
濤
中
央
部
に
四
ｍ
隔
て
て
径

一
五
釦
の
二
本
の

大
い
杭
が
認
め
ら
れ
た
。
木
簡
も
こ
の
南
側
に
六
点
が
集
中
し
て
出
土
し
て
お

り
、
状
況
よ
り
東
の
出
入
日
の
た
め
の
橋
状
遺
構
が
こ
の
場
所
に
あ

っ
た
も
の

ｉと
思
わ
れ
る
。
Ｓ
Ｄ
ｌ
の
東
側
は
瓦
粘
土
採
取
の
た
め
表
土
下
三
〇
を
八
〇
帥

程
度
の
広
い
攪
乱
を
受
け
て
お
り
、
濤
東
肩
部
は
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
中

央
架
橋
部
付
近
の
東
側
平
坦
地
に
は
柱
穴
が
若
千
認
め
ら
れ
た
が
、
攪
乱
を
受

け
て
い
る
た
め
建
物
に
な
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

1.縦杵
2.鋤
3.えぶり
4.鍬
5.槌の子
6.槽
7.盤
8.曲物
9.  //

10.用途不明

■.叩板

12,下駄

13.人形

14.琴

|

|
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木製品実測図



出
土
遺
物
　
木
簡
を
含
む
大
多
数
の
遺
物
が
堀
の
最
下
層
で
あ
る
暗
青
灰
色

粘
質
土
層
か
ら
出
上
し
て
い
る
。
遺
物
は
奈
良
時
代
前
半
の
ご
く
短
い
時
期
に

お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
、
建
物
の
存
続
が
非
常
に
短
期
間
で
あ

つ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。
木
筒
は
堀
内
全
域
か
ら
出
上
し
て
い
る
が
、
Ｓ
Ｄ
ｌ
の
北
東
隅

部
分
か
ら
中
央
架
橋
部
付
近
に
多
数
出
土
し
た
。
出
土
点
数
は
二
四
点
で
あ
る

が
、
そ
の
う
ち
中
央
架
橋
部
付
近
よ
り
出
上
し
た
四
点
は
同

一
木
簡
で
あ

っ
た

た
め
二

一
点
と
な
っ
た
。
須
恵
器
の
杯
底
部
外
面
や
杯
蓋
内
面
に
は
墨
が
付
着

し
た
も
の
が
多
く
、
硯
に
転
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
墨
書
土
器
は
三
〇
数

点
出
土
し
て
お
り

「春

マ
」

「春
部
」

「
井
」

「卦
」
な
ど
の
文
字
が
み
ら
れ

る
。
木
製
品
は
五
〇
〇
点
余
り
出
上
し
て
い
る
。
完
形
の
馬
鍬

一
点
、
縦
杵
七

点
、
横
杵

一
五
点
、
槌
の
子
三
〇
点
、
鍬
三
点
、
鋤

一
点
な
ど
の
農
耕
呉
類
や
、

曲
物

・
到
物
な
ど
の
容
器
類
約
五
〇
点
、
人
形

一
点
、
馬
形

一
点
、
火
鑽
臼

一

点
、
琴

一
点
、
印
刻
飾
板

一
点
な
ど
多
様
性
に
富
み
、
木
簡
を
と
り
あ
つ
か
う

公
的
施
設
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
は
非
常
に
生
産
と
実
生
活
に
直
結
す
る

活
動
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
（加
古
千
恵
子
）

８
　
木
筒
の
釈
文

。
内
容

×砺
酬
淀
万
呂
争
□
□
」
阻
乾立

奉

。　

国

同

回

（∞
〇伽
）
Ｘ
∞
『
Ｘ
『　　
〇
∞
μ

□
羅茜
と高

11

平デF・ (

9                     20cm

土師器実測図



1983年出上の木簡

(5)

□
□
〔酢
配
月
十

百

秦
人
マ
新
野
□
口

回

名
秦
人
マ
身
十
束

〔
二
ヵ
〕

間
人
マ
須
久
奈
十
束
　
合
百
九
十
回
□
日
―十
日
　
一
一百
□
束

口

□

〔津
ヵ
〕

秦
人
マ
新
野
百
□
□
□
本
田
五
百
代
　
同
里
秦
人
マ
志
□
十
束

〔津
と

同
マ
小
林
十
束
賓
墓
□
垣
百
代
　
　
　
秦
人
マ
加
□
十
五
束

伊
干
我
郡
嶋
里
秦
人
マ
安
古
十

一
束
　
竹
田
里
春
マ
若
万
呂
十
束

②
　
。
「

14)

ω
Φ
【
×

伽
『
×

∞
　

Ｏ
μ
ド

別
而
住
□〔即
配

醸
騨
陥
餅
鮮

半
本
〔□咽
錆
組
掴
猷

銹

課

靴
　

詩

翻

糊

荘
評

鴨

瞬

鵡

肥

噺
苛

勘
八
否

胎

孵

驀

京

田
確
韓

日
写

ｘ

束
亥
日
汁
巳
日
十
束
回
□
小
田
稲
午
日
十
五
束
未
日
五
十

一
束
ｘ

□
記
□
□
□
同
日
日
日
日
日
旧
日
日
――
日
一　
鳴
田
井

〔
丑
咽
銅
□

一
束
寅
日
井

一
束
卯
日
対
二
束
鳴
田
稲
×
　

　

（、６
×
儲
議

ｏ曽

一

・
加
津
良
正
丁
小
林
□
　
　
　
　
　
龍
五
月
正
丁
　
　
　
服

マ
万
呂
ｘ

凡
人
三
正
丁
足
人
小
子
　
　
　
　
波
知
加
郡
子
正
丁
　
秦
人
マ
ロ
ロ
×

×
□
□
　
又
足
人
弟
人
小
子
　
廣
津
家
弟
万
呂
　
　
□
□
□

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
□
　
回
ｘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（醤
）×
露ヽ
”
露

「＜
丹
波
國
水
上
郡
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞ωズ
∞認
『
ｏ駕

0 究



l10y

□
　
□
□
　
　
　
□
依
而

×
□
‐里
肇
□
□
木
参
出
〔酔
咤
月
十
五
日

塀
館
侶

今
日
莫
不
過
□
　
　
　
□
　
（∞ヽ
じ
ｘ
島
×
『

寓
μ

「符
春
部
里
長
等
　
竹
田
里
六
人
部
×

「春
部
君
廣
橋
　
神
直
与
□

春
部
鷹
麻
呂
　
右
三
人

×
□
□
　
　
□
日
‐―
回

〔給
ヵ
〕

×
□
□
物
　
化
至

（］ΦΦ）
×
（∞⇔）
×
Φ

五
間
と

□
□
直
百
十
五
　
春
分
七
束
此
□
稲
四
束
半

七
月
綿
分
百
六
十
束
分
綿
汁
□〔斤
と

×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百

七
束

半

弄

一一一百

一
． 却

ヵ
中
∞∞）
ｘ
ヽ
∞
×
ヽ

〔俸

≧

「廣
持
□
注
化
　
荒
木
田
分
四
束
多
治
□
大
夫
」

「
　
　
　
　
　
　
国
　
□
　
　
　
□
□
□
□
」
卜
ω
Ｏ
Ｘ
∞
μ
Ｘ
枷

×  ×
□ □

□
　
□
侍
□

×

□
侍
申
新
一万月
計
に
期
士‐
□
×□
ｘ

（∞φ
μ）
×
卜Φ
Ｘ
Ｏ
　
Ｏ
ドＯ

Ｏ
μ
岸

本
遺
跡
で
の
出
土
木
簡
二

一
点
を
、
内
容

・
機
能
に
も
と
づ
い
て
類
別
す
る

と
す
れ
ば
、　
さ
し
づ
め
支
配
関
係

・
農
業
経
営

（な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
ヽ
の
）

・
徴
税
収
奪
関
係

。
そ
の
他

（習
字
・
用
途
不
詳
な
ど
）
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
右
に
は
主
要
な
木
簡

一
〇
点
の
釈
文
を
掲
載
し
た
。

ま
ず
出
土
木
筒
に
は
②
の

一
点
を
の
ぞ
き
年
紀
は
み
ら
れ
ず
、
わ
ず
か
に
年

紀
の
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
②
も
、
正
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

か
し
郡
里
制
下
で
あ
る
こ
と
は
、　
一
点
の
例
外
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
は
ば
誤
り墨 書 土 器
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は
な
く
、
大
宝
二
年

（七
〇
一ラ
か
ら
霊
亀
元
年

（七
一
五
）
ま
で
の
期
間
の
木
簡

と
み
て
よ
い
。
し
か
も
、
②
に
伊
千
我
郡
と
あ
る
の
は
後
の
何
鹿
郡
の
古
い
表

記
法
と
み
ら
れ
、
ま
た
⑭
春
部
里
長
等
へ
の
氷
上
郡
司
の
符
に
み
ら
れ
る

「
六

人
部
」
は

「
六
人
部
里
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
の
ち
天
田
郡
に
属
し
て

お
り
、　
後
世
に
定
着
す
る
国
郡

（郷
）
里
制
の
も

っ
と
も
初
期
的
な
段
階
を
示

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
八
世
紀
の
ご
く
初
頭
の
時
期
の
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
い
ま
問
題
の
②
の
年
紀
は
、
或
は

「
丙
午
年
」
と
も
読
み
う
る
が
、

と
す
れ
ば
慶
雲
三
年
（七
〇
一Ｃ

に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
遺
構

。
出
土
状
況
か

ら
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
短
期
間
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
③
の
日
記
様
の
木
筒
は
巳
日
か
ら
卯
日

（あ
る
い
は
更
に
一
、
一一日
の
ち
）

ま
で

一
日
も
欠
か
す
こ
と
な
く
記
さ
れ
た
も
の
の

一
部
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の

日
次
の
記
録
木
簡
と
し
て
は
滋
賀
県
鴨
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
貞
観
十
五
年

（八

七
一一一）
の
年
紀
を
も
つ
木
簡
が
あ
る
が
、　
や
や
目
的
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
日
次
を
十
二
支
で
記
録
す
る
こ
と
も
、
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
の
と
と
も
に
今
後
の
検
討
に
ま
ち
た
い
。

①
⑦
①
な
ど
は
い
ず
れ
も
（氷
上
）
郡
司
か
ら
の
召
喚
状
な
い
し
は
通
達
で
あ

り
、

「
碁
麻
呂
」

は
郡
行
の
主
政

。
主
帳
ク
ラ
ス
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
③
に

「附
兵
士
□
」
と
み
え
る
こ
と
も
注
目
し
て
よ
い
。
　
　
　
　
　
　
（佐
藤
宗
諄
）

９
　
関
係
文
献

兵
庫
県
教
育
套
員
会

『
山
垣
遺
跡
―
近
畿
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘

調
査
概
報
―
』
盆

九
八
四
年
）
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